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別  紙  

亀 山 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

亀 山 市 都 市 公 園 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ ０ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 昭 和 ３ １ 年 政 令 第 ２ ９ ０ 号 」 の 次 に 「 。 以 下 「 令 」 と

い う 。 」 を 加 え る 。  

第 ２ ０ 条 を 第 ２ ４ 条 と す る 。  

第 １ ９ 条 第 １ 号 中 「 第 ２ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 （ 第 １ ４ 条 」 を 「 第

６ 条 第 １ 項 又 は 第 ３ 項 （ 第 １ ９ 条 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 第 ４ 条

（ 第 １ ４ 条 」 を 「 第 ８ 条 （ 第 １ ９ 条 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 号 中 「 第 １

０ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 （ 第 １ ４ 条 」 を 「 第 １ ４ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項

（ 第 １ ９ 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ２ ３ 条 と す る 。  

第 １ ８ 条 を 第 ２ ２ 条 と し 、 第 １ ７ 条 を 第 ２ １ 条 と し 、 第 １ ６ 条 を

第 ２ ０ 条 と す る 。  

第 １ ５ 条 中 「 第 ２ 条 か ら 第 ５ 条 ま で 及 び 第 ７ 条 」 を 「 第 ６ 条 か ら

第 ９ 条 ま で 及 び 第 １ １ 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 １ ９ 条 と す る 。  

第 １ ４ 条 を 第 １ ８ 条 と し 、 第 １ ３ 条 を 第 １ ７ 条 と す る 。  

第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 中 「 第 ２ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ６ 条 第 １

項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 １ ６ 条 と す る 。  

第 １ １ 条 を 第 １ ５ 条 と し 、 第 ５ 条 か ら 第 １ ０ 条 ま で を ４ 条 ず つ 繰

り 下 げ る 。  

第 ４ 条 中 「 第 ２ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ６ 条 第 １ 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第

８ 条 と す る 。  

第 ３ 条 を 第 ７ 条 と し 、 第 ２ 条 を 第 ６ 条 と し 、 第 １ 条 の 次 に 次 の ４

条 を 加 え る 。  

（ 住 民 １ 人 当 た り の 敷 地 面 積 の 標 準 ）  

第 ２ 条  市 の 区 域 内 の 都 市 公 園 の 住 民 １ 人 当 た り の 敷 地 面 積 の 標 準

は 、 １ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 と す る 。  



 （ 都 市 公 園 の 配 置 及 び 規 模 の 基 準 ）  

第 ３ 条  次 に 掲 げ る 都 市 公 園 を 設 置 す る 場 合 に お い て は 、 そ れ ぞ れ

そ の 特 質 に 応 じ て 都 市 公 園 の 分 布 の 均 衡 を 図 り 、 か つ 、 防 火 、 避

難 等 災 害 の 防 止 に 資 す る よ う 考 慮 す る ほ か 、 そ の 配 置 及 び 規 模 の

標 準 を 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 主 と し て 街 区 内 に 居 住 す る 者 の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と す

る 都 市 公 園 は 、 街 区 内 に 居 住 す る 者 が 容 易 に 利 用 す る こ と が で

き る よ う に 配 置 し 、 そ の 敷 地 面 積 は 、 ０ ． ２ ５ ヘ ク タ ー ル を 標

準 と す る こ と 。  

（ ２ ） 主 と し て 近 隣 に 居 住 す る 者 の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と す る

都 市 公 園 は 、 近 隣 に 居 住 す る 者 が 容 易 に 利 用 す る こ と が で き る

よ う に 配 置 し 、 そ の 敷 地 面 積 は 、 ２ ヘ ク タ ー ル を 標 準 と す る こ

と 。  

（ ３ ） 主 と し て 徒 歩 圏 域 内 に 居 住 す る 者 の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的

と す る 都 市 公 園 は 、 徒 歩 圏 域 内 に 居 住 す る 者 が 容 易 に 利 用 す る

こ と が で き る よ う に 配 置 し 、 そ の 敷 地 面 積 は 、 ４ ヘ ク タ ー ル を

標 準 と す る こ と 。  

（ ４ ） 主 と し て 市 の 区 域 内 に 居 住 す る 者 の 休 息 、 観 賞 、 散 歩 、 遊 戯 、

運 動 等 総 合 的 な 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と す る 都 市 公 園 及 び 主

と し て 運 動 の 用 に 供 す る こ と を 目 的 と す る 都 市 公 園 は 、 容 易 に

利 用 す る こ と が で き る よ う に 配 置 し 、 そ れ ぞ れ そ の 利 用 目 的 に

応 じ て 都 市 公 園 と し て の 機 能 を 十 分 発 揮 す る こ と が で き る よ う

に そ の 敷 地 面 積 を 定 め る こ と 。  

２  前 項 各 号 に 掲 げ る 都 市 公 園 以 外 の 都 市 公 園 を 設 置 す る 場 合 に お

い て は 、 そ れ ぞ れ そ の 設 置 目 的 に 応 じ て 都 市 公 園 と し て の 機 能 を

十 分 発 揮 す る こ と が で き る よ う に 配 置 し 、 及 び そ の 敷 地 面 積 を 定

め る も の と す る 。  

 （ 公 園 施 設 と し て 設 け ら れ る 建 築 物 の 建 築 面 積 に 関 す る 基 準 ）  

第 ４ 条  一 の 都 市 公 園 に 公 園 施 設 と し て 設 け ら れ る 建 築 物 （ 建 築 基

準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 建 築



物 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 建 築 面 積 の 総 計 の 当 該 都 市 公 園 の 敷 地

面 積 に 対 す る 割 合 は 、 １ ０ ０ 分 の ２ を 超 え て は な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 第 ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 場

合 は 同 号 に 規 定 す る 建 築 物 に 限 り 、 当 該 都 市 公 園 の 敷 地 面 積 の １

０ ０ 分 の １ ０ を 限 度 と し て 、 同 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 場 合 は 同 号 に

規 定 す る 建 築 物 に 限 り 、 当 該 都 市 公 園 の 敷 地 面 積 の １ ０ ０ 分 の ２

０ を 限 度 と し て 、 そ れ ぞ れ 前 項 の 規 定 に よ り 認 め ら れ る 建 築 面 積

を 超 え る こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 第 ６ 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る

場 合 は 、 同 号 に 規 定 す る 建 築 物 に 限 り 、 当 該 都 市 公 園 の 敷 地 面 積

の １ ０ ０ 分 の １ ０ を 限 度 と し て 前 ２ 項 の 規 定 に よ り 認 め ら れ る 建

築 面 積 を 超 え る こ と が で き る 。  

４  前 ３ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 第 ６ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 該 当 す る

場 合 は 、 同 号 に 規 定 す る 建 築 物 に 限 り 、 当 該 都 市 公 園 の 敷 地 面 積

の １ ０ ０ 分 の ２ を 限 度 と し て 前 ３ 項 の 規 定 に よ り 認 め ら れ る 建 築

面 積 を 超 え る こ と が で き る 。  

 （ 移 動 等 円 滑 化 の た め に 必 要 な 特 定 公 園 施 設 の 設 置 に 関 す る 基

準 ）  

第 ５ 条  高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 １ ８ 年 法 律 第 ９ １ 号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 移 動 等 円

滑 化 の た め に 必 要 な 特 定 公 園 施 設 の 設 置 に 関 す る 基 準 は 、 高 齢 者

又 は 障 害 者 で 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 身 体 の 機 能 上 の 制 限 を 受 け

る も の そ の 他 日 常 生 活 又 は 社 会 生 活 に 身 体 の 機 能 上 の 制 限 を 受 け

る 者 の 移 動 又 は 施 設 の 利 用 に 係 る 身 体 の 負 担 を 軽 減 す る こ と に よ

り 、 そ の 移 動 上 又 は 施 設 の 利 用 上 の 利 便 性 及 び 安 全 性 を 向 上 す る

こ と を 原 則 と し て 、 規 則 で 定 め る 基 準 と す る も の と す る 。  

 別 表 第 １ 中 「 第 ６ 条 関 係 」 を 「 第 １ ０ 条 関 係 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 ２ 中 「 第 １ ２ 条 関 係 」 を 「 第 １ ６ 条 関 係 」 に 改 め る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


